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(57)【要約】
【課題】車両の前方、側部及び車両乗員を明瞭に撮影す
る。
【解決手段】本発明の実施形態に係るドライブレコーダ
の設置方法は、画角２２０°～２５０°の立体射影方式
の魚眼レンズを有するカメラと、該カメラで撮影した画
像に対し画像処理を施して記憶部に格納する画像処理装
置とを備えるドライブレコーダを自動車に設置するもの
である。運転席と、運転席とは反対側のサイドミラーと
を結ぶ直線上に、前記魚眼レンズを下向きにして前記カ
メラを設置する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画角２２０°～２５０°の立体射影方式の魚眼レンズを有するカメラと、該カメラで撮
影した画像に対し画像処理を施して記憶部に格納する画像処理装置とを備えるドライブレ
コーダを自動車に設置する方法であって、
　運転席と、運転席とは反対側のサイドミラーとを結ぶ直線上に、前記魚眼レンズを下向
きにして前記カメラを設置することを特徴とするドライブレコーダの設置方法。
【請求項２】
　前記カメラを、前記自動車のフロントガラス上部又は天井の前方部に設置することを特
徴とする請求項１に記載のドライブレコーダの設置方法。
【請求項３】
　前記ドライブレコーダは複数のカメラを有しており、車両左右のサイドミラーの少なく
とも一方にカメラを設置することを特徴とする請求項１又は２に記載のドライブレコーダ
の設置方法。
【請求項４】
　前記カメラは複数の魚眼レンズを有しており、前記直線上と、車両左右のサイドミラー
のうち、少なくとも２ヶ所に魚眼レンズを設置することを特徴とする請求項１又は２に記
載のドライブレコーダの設置方法。
【請求項５】
　画角２２０°～２５０°の立体射影方式の魚眼レンズを有し、該魚眼レンズを下向きに
して自動車に設置されるカメラと、
　前記カメラで撮影した画像に対し画像処理を施して記憶部に格納する画像処理装置と、
　を備え、
　前記画像処理装置は、前記カメラで撮影した画像を平面展開し、車両前方側を写した部
分と、車両後方側を写した部分とを上下に配置して再生用画像を生成することを特徴とす
るドライブレコーダ。
【請求項６】
　前記カメラは、複数の魚眼レンズと、前記複数の魚眼レンズからの光を受光して電気信
号に変換する撮像素子とを有することを特徴とする請求項５に記載のドライブレコーダ。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載のドライブレコーダが設置され、前記カメラの撮影画像を解析し
、解析結果に基づいて車両速度を制御することを特徴とする自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドライブレコーダの設置方法、ドライブレコーダ及び自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両外部の映像を記録するドライブレコーダを搭載する車両が増えている。例えば、車
両の前方に向けてカメラを設置し、画像を録画する。事故やトラブルが起きた際、録画さ
れた車や人などの状況を見て、事故原因などが特定される。
【０００３】
　従来のドライブレコーダは、バックミラー（ルームミラー）の付近にカメラを前方向に
向けて設置することが多い。カメラの画角は上下左右に１２０°程度が一般的であり、画
角の外の物体は撮影されない。このため、左右側からの物体の状況や運転手の状況は撮影
されない。しかし、事故は、これらの方向からの車や人の進入、信号・標識の状況、その
時の運転手の動作などが関係する場合が多々ある。
【０００４】
　バックミラーの位置に、画角１８０°～２２０°程度の魚眼カメラを下向きに設置して
、前方、左右及び運転手を同一画像に収めるドライブレコーダもあるが、運転手を撮影し
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ようとすると、前方の高い位置にある信号機や標識が写らなかった。また、一般的な正射
影や等距離射影の魚眼レンズのカメラでは、カメラ下方のダッシュボードは鮮明に記録さ
れるが、本来撮影したい左右方向や前後方向を明瞭に記録できなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２１１５５７号公報
【特許文献２】特開２００１－０４５４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、車両の前方、側部及び車両乗員を明瞭に撮影できるドライブレコーダの設置
方法、ドライブレコーダ及び自動車を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のドライブレコーダの設置方法は、画角２２０°～２５０°の立体射影方式の魚
眼レンズを有するカメラと、該カメラで撮影した画像に対し画像処理を施して記憶部に格
納する画像処理装置とを備えるドライブレコーダを自動車に設置する方法であって、運転
席と、運転席とは反対側のサイドミラーとを結ぶ直線上に、前記魚眼レンズを下向きにし
て前記カメラを設置するものである。
【０００８】
　本発明の一態様では、前記カメラを、前記自動車のフロントガラス上部又は天井の前方
部に設置する。
【０００９】
　本発明の一態様では、前記ドライブレコーダは複数のカメラを有しており、車両左右の
サイドミラーの少なくとも一方にカメラを設置する。
【００１０】
　本発明の一態様では、前記カメラは複数の魚眼レンズを有しており、前記直線上と、車
両左右のサイドミラーのうち、少なくとも２ヶ所に魚眼レンズを設置する。
【００１１】
　本発明のドライブレコーダは、画角２２０°～２５０°の立体射影方式の魚眼レンズを
有し、該魚眼レンズを下向きにして自動車に設置されるカメラと、前記カメラで撮影した
画像に対し画像処理を施して記憶部に格納する画像処理装置と、を備え、前記画像処理装
置は、前記カメラで撮影した画像を平面展開し、車両前方側を写した部分と、車両後方側
を写した部分とを上下に配置して再生用画像を生成するものである。
【００１２】
　本発明の一態様では、前記カメラは、複数の魚眼レンズと、前記複数の魚眼レンズから
の光を受光して電気信号に変換する撮像素子とを有する。
【００１３】
　本発明の自動車は、本発明のドライブレコーダが設置され、前記カメラの撮影画像を解
析し、解析結果に基づいて車両速度を制御するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、車両の前方、側部及び車両乗員を明瞭に撮影できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態に係るドライブレコーダの概略構成図である。
【図２】ドライブレコーダを設置した車両の概略図である。
【図３】再生画像の例を示す図である。
【図４】ドライブレコーダを設置した車両の概略図である。
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【図５】ドライブレコーダを設置した車両の概略図である。
【図６】ドライブレコーダを設置した車両の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して実施の形態について説明する。
【００１７】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係るドライブレコーダは、カメラ１及び画像処
理装置２を備え、外部メモリ３やモニタ４が接続可能になっている。外部メモリ３は、フ
ラッシュメモリやハードディスク等の不揮発性メモリである。モニタ４は例えば液晶ディ
スプレイ等の表示装置である。
【００１８】
　カメラ１は、魚眼レンズ１Ａと、ＣＣＤ（Charge-Coupled　Device）やＣＭＯＳ（Comp
lementary　Metal-Oxide　Semiconductor）等の撮像素子とを有し、車両に搭載され、車
両周辺環境を撮影し、画像を生成する。カメラ１は、例えば１／６０秒のフレーム毎（６
０ｆｐｓ）に連続して撮影し、画像を生成する。カメラ１は、撮影画像を画像処理装置２
へ出力する。
【００１９】
　魚眼レンズ１Ａは、画角２２０°～２５０°の立体射影方式の魚眼レンズを用いること
ができる。立体射影は中心の像と比較して周辺の像が約４倍に拡大される。立体射影方式
は、人間の視覚に似ている。また、他の射影方式は周辺に行くに従い像が変形するのに対
し、立体射影方式は像が変形しないため、ドライブレコーダのカメラ１のレンズとして好
適である。
【００２０】
　画像処理装置２は、制御部２０及び画像メモリ２６を有する。制御部２０は、ＣＰＵ（
中央処理装置）、プログラム等が格納されたＲＯＭ、ワークエリアとしてのＲＡＭ等を含
む。ＣＰＵがプログラムを実行することで、画像取得部２１、画像圧縮部２２、画像生成
部２３、及びデータ転送部２４の機能が実現される。
【００２１】
　画像取得部２１は、カメラ１から撮影画像を取得する。取得した撮影画像データは、画
像メモリ２６に書き込まれる。画像メモリ２６には、撮影画像データを、繰り返し上書き
して高速で書き込むことができる。
【００２２】
　画像圧縮部２２は、撮影画像データを所定の圧縮形式、例えばＪＰＥＧ（Joint　Photo
graphic　Experts　Group）方式で圧縮し、圧縮画像データを生成する。圧縮画像データ
は、データ転送部２４により外部メモリ３へ転送され、記憶される。
【００２３】
　画像生成部２３は、画像メモリ２６（又は外部メモリ３）から撮影画像データを読み出
し、画像変換処理によって、再生用の画像を生成する。例えば、画像生成部２３は、カメ
ラ１が撮影した魚眼レンズ画像（全天球画像）を平面展開し、カメラ１よりも前方側の画
像を上部、後方側の画像を下部に配置・合成して、再生用画像を生成する（図３参照）。
データ転送部２４は、再生用画像データをモニタ４へ転送する。モニタ４は、再生用画像
を表示する。
【００２４】
　図２に、このドライブレコーダを自動車の車両Ｃに設置する例を示す。図２に示す車両
Ｃは、サイドミラーＭ１，Ｍ２が、フロントガラスＷ（ウェインドシールド）よりも前方
に位置する。例えば、車両Ｃは、ボンネットのないトラックやバス等である。
【００２５】
　カメラ１は、フロントガラスＷの上部、又は車両天井部の車両前方部に、魚眼レンズ１
Ａが下向きとなるように設置される。これにより、車両の前方、左右、及び運転席や助手
席等を撮影することができる。また、カメラ１の設置高さよりも高い部分、例えば信号機
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や標識も撮影することができる。画像処理装置２、外部メモリ３、モニタ４は任意の場所
に設置できる。
【００２６】
　また、カメラ１は、ドライバーＤ（運転席）と、運転席とは反対側のサイドミラーＭ１
とを結ぶ直線Ｌ上に配置することが好ましい。例えば、運転席が右側にある車両の場合、
左側のサイドミラーと運転席とを結ぶ直線上にカメラ１を配置する。ここで、直線上とは
、車両Ｃを平面視した場合に、サイドミラーと運転席とを結ぶ直線の上を意味する。
【００２７】
　このような場所にカメラ１を配置することで、カメラ１は、運転手がサイドミラーで見
る部分、すなわち車両Ｃの側部を映し出すサイドミラーを撮影することができる。これに
より、カメラ１の撮影画像に、車両の前方や車両乗員だけでなく、車両側部の様子も収め
ることができる。
【００２８】
　図３に再生用画像の例を示す。図３に示すように、サイドミラーには車両側部が映る。
このような再生用画像をモニタ４に表示することで、運転手は車両側部の様子を容易に確
認できる。サイドミラー部分など、必要な部分の倍率を上げてモニタ４に表示できるよう
にしてもよい。
【００２９】
　図４に示すように、左右のサイドミラーＭ１，Ｍ２に、カメラ１と同様の構成のカメラ
１１，１２を魚眼レンズが下向きとなるように設置してもよい。カメラ１１，１２の撮影
画像は、カメラ１と同様に画像処理装置２へ出力され、外部メモリ３に格納される。カメ
ラ１１，１２を設置することで、車両の左右両側の側部を録画することができる。
【００３０】
　車両Ｃの車幅方向中央に配置したカメラ１と、車幅方向両端部に設置したカメラ１１，
１２とは撮影画像の一部が重なるため、これらの撮影画像を１つの画像として取り扱うこ
とができ、事故原因特定の際には証拠能力の高い画像となる。
【００３１】
　カメラ１，１１，１２で撮像素子（画像センサ）を共通化してもよい。すなわち、車両
Ｃの車幅方向中央と車幅方向両端部の３箇所に設置した３個の魚眼レンズから入ってきた
光を、同一の撮像素子へ導いて受光し、電気信号に変換して画像を生成してもよい。これ
により、３箇所で撮影した画像を完全に同期した画像として取り扱うことができ、より証
拠能力の高い画像となる。魚眼レンズの設置箇所は、車両Ｃの車幅方向中央と車幅方向両
端部の３箇所でなく、いずれか２箇所であってもよい。
【００３２】
　図５に示すように、車両Ｃの左右後方に、カメラ１と同様の構成のカメラ１３，１４を
さらに設置してもよい。例えば、カメラ１３，１４を後部タイヤ位置に設置する。これに
より、事故原因をより明確に検証できる。
【００３３】
　図６に示すように、車両Ｃの後方に、カメラ１と同様の構成のカメラ１５をさらに設置
してもよい。それにより、アラウンドビュアができ、任意の箇所をパン・チルト・ズーム
してモニタリングすることができる。パン・チルト・ズームにより、走行時のみならずバ
ックや幅寄せ時にモニタリングすることができ運転支援にも役立つ。なお、パン・チルト
・ズーム機能は機械的に付与しても、ソフトウェアで視野範囲を動かすようにしても良い
。
【００３４】
　１又は複数のカメラの撮影画像を解析し、人や異物がある場合に、自動ブレーキにより
車両速度を制御し、車両を減速又は停止させてもよい。これにより、未然に事故を防ぐこ
とができる。
【００３５】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
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旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００３６】
１，１１，１２，１３，１４　カメラ
１Ａ　魚眼レンズ
２　画像処理装置
３　外部メモリ
４　モニタ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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